
電子申請サービス利用手順

ー対象手続ー

大気汚染防止法に基づく届出

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出

廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱に基づく提出

東京都大気汚染緊急時対策実施要綱（オキシダント）に基づく提出

東京都環境局
環境改善部大気保全課大気担当



はじめに

本利用手順では、以下の届出等の電子申請の流れについて説明します。
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法令名 届出名称 対象施設・対象作業
申請フォーム
のリンク

大気汚染防止法

設置届出書、変更届出書、使用届出書

ばい煙発生施設 クリック

一般粉じん発生施設 クリック

水銀排出施設 クリック

揮発性有機化合物排出施設 クリック

使用廃止届出書

大気汚染防止法により規制される全ての施設

クリック

氏名等変更届出書 クリック

承継届出書 クリック

特定粉じん排出等作業実施届出書
石綿を含有する吹付け材や保温材等が使用され
ている建築物等を解体、改造、補修する作業

クリック※

ダイオキシン類対策特別措置法

設置届出書、変更届出書、使用届出書

特定施設

クリック

使用廃止届出書 クリック

氏名等変更届出書 クリック

承継届出書 クリック

測定結果報告書 クリック

法律に基づく届出書

※この申請フォームで、東京都環境確保条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」もあわせて提出できます

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11010105
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11010106
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11010111
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11010110
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11003010
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11003017
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11003011
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11010113
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11010104
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11002957
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11002986
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11002961
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11010103


はじめに

本利用手順では、以下の届出等の電子申請の流れについて説明します。
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要綱名 提出書名称
申請フォーム
のリンク

廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類によ
る汚染防止対策要綱

解体工事計画書(その１)(その２)、工事変更報告書、
工事完了報告書

クリック

東京都大気汚染緊急時対策実施要綱（オキシダント）
大気汚染緊急時における燃料使用量削減計画書 クリック

大気汚染緊急時におけるVOC排出量抑制計画書 クリック

要綱に基づく計画書等

施設の設置場所が２３区又は島しょ部の場合
東京都環境局環境改善部大気保全課大気担当 ☎03-5388-3492、3493（直通）

施設の設置場所が多摩地域（八王子市を除く。）の場合
東京都多摩環境事務所環境改善課大気規制担当 ☎042-523-0238（直通）

※施設の設置場所が八王子市内の場合は、「八王子市役所環境部環境保全課」に連絡してください。

問合せ先

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13000&keyWord=113&procCode=11010112
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11009080
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11009081


申請の流れ
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受付通知※３
（システムからメール）

到達通知※１
（システムからメール）

申請者IDの取得

申請

添付ファイルを
アップロード ※２

添付書類の容量が
10MBを超える場合

添付書類の容量が
10MB以内の場合

審査完了通知※４
（都担当者より直接ご連絡）

※１
申請後、登録したアドレス宛にシステムから到達通知を送付
します。このメールは受付を通知するものではありません。

※２
添付書類の容量が10MBを超える場合は、到達通知メールに
記載のURLに添付ファイルをアップロードしてください。
（詳細は11ページから14ページを参照）

※３
• 形式審査を経て、都担当者がシステムで受付後、登録し
たアドレス宛にシステムから受付通知を送付します。

• 受付通知により、東京都が受理したことをお知らせして
いるため、副本の返送は行っておりません。

• 副本（東京都の受理印を押印したもの）の返却を希望す
る場合は、窓口又は郵送での手続きをお願いします。

※４
設置届出書等については、受付後に課内審査を行います。
審査完了の通知は都担当者より直接ご連絡いたします。



申請方法（１）申請者ＩＤの取得
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東京共同電子申請・届出サービスの東京都のトップペー
ジにアクセスしてください。
（ https://www.shinsei.elg-
front.jp/tokyo2/navi/govTop.do?govCode=13000）

「申請・手続き情報」をクリックし、
「申請者情報登録」を選択してください。

その後は、画面指示に従い申請者情報等を登
録して、申請者IDを取得してください。

２，３ページ記載のリンクをクリックすると、各届出等の「手続
詳細」ページが開きます。
この画面に「申請者IDが必要」と記載のある届出等の場合、申請
の前に申請者IDを取得する必要があります。

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/govTop.do?govCode=13000


申請方法（２）電子申請
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大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設設置・変更・使用届出書

２，３ページの申請フォームへのリンクから、各申請フォームにアクセスしてください。

また、東京都環境局ホームページからも、各申請フォームへのアクセスが可能です。
申請のご案内（大気環境）URL： https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/index.html

登録した申請者IDとパスワードを入力後、
「ログイン」をクリックしてください

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/index.html


申請方法（２）電子申請
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注意事項等を確認後、フォームに沿って必要
事項を入力してください。

参考URLに届出様式の記載例を掲載しています。
様式作成前に必ずご確認ください。



申請方法（２）電子申請
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【届出書】
こちらからフォーマットをダウンロードし、届出様式を
作成してください（フォーマットは19ページ記載の参考
URLにも掲載しています）

届出様式を作成後、「参照」をクリックしファイルを添
付してください。

【その他添付書類】
添付書類が必要となる一部届出の申請フォームには、
「その他添付書類」という項目があります。

添付書類のファイルサイズが10MB以下の場合
「電子ファイル添付」を選択すると、下の「参照」がク
リック可能となりますので、「参照」をクリックしファ
イルを添付してください。
添付書類のファイルサイズが10MBを超える場合
「別送」を選択してください。申請後に送付されるメー
ルに記載のURLにアクセスし、添付書類をアップロードし
てください。



申請方法（２）電子申請
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申請内容を確認し、
申請到達後の状況照会に必要となる問合せ番号に
ついて、受取り方法を選択した後、「申請する」
をクリックしてください。

※メールでの受け取りを希望することで、システ
ムから届く提出完了通知のメールに問合せ番号が
記載されます。

※提出物について「別送」を選択した場合は、
添付書類アップロードの際に、「問合せ番号」が
必要になるので、「メールでの受け取りを希望す
る」を選択してください。

「申請内容の確認に進む」をクリックすると、左の
内容確認画面に遷移します。



申請方法（２）電子申請
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添付書類の「別送」を選択してない場合、ここで
申請完了となります。
到達番号と問合せ番号は必ず控えておいてくださ
い。

また、システムから到達完了の通知が届くので、
メールを確認してください。

「申請する」をクリックすると、左の申請完了画面
に遷移します。



申請方法（３）添付書類の別送
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東京共同電子申請・届出サービスより、
「東京共同電子申請・届出サービスからのお
知らせ（到達通知）」のメールが届きます。

添付書類の容量が10MBを超え、添付書類の
「別送」を選択した場合、到達通知メールに
記載のURLからアップロードを行います。

9ページ記載の「受け取り方法の選択」で、
メールでの受け取りを希望した場合のみ、問
い合わせ番号が記載されます。



申請方法（３）添付書類の別送
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到達番号・問合せ番号を入力して
「ログイン」をクリック。



大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設設置・変更・使用届出書

申請方法（３）添付書類の別送
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添付ファイルを登録後、
「登録内容確認」をクリックしてください。

※複数添付ファイルがある場合は、
「添付ファイル追加」を選択



申請方法（３）添付書類の別送
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大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設設置・変更・使用届出書

ファイルの登録後、
登録完了画面が表示され、
申請完了となります。



申請方法（４）申請状況照会・取り下げ
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「申請・手続き情報」をクリックし、
「申請状況照会」を選択してください。

ユーザID・パスワードまたは到達番号・問合わせ
番号でログインしてください。



申請方法（４）申請状況照会・取り下げ
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取り下げを行う場合は該当の案件の
「詳細」をクリックしてください。

「取扱い状況」で現在の受付状況が確
認できます。

大気汚染防止法に基づくばい煙発生
施設設置・変更・使用届出書

大気汚染防止法に基づくばい煙発生
施設設置・変更・使用届出書

大気汚染防止法に基づくばい煙発生
施設設置・変更・使用届出書

こちらは、ID・パスワードでログインした
場合の表示画面です。



申請方法（４）申請状況照会・取り下げ
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取下げは、申し込みの状態が「受付待ち」、「受付待ち(補正指中)」
の場合のみ可能です。
「受付済み」の申し込みを取下げたい場合は、手続の担当窓口までお問
合せください。

内容を確認し、取り下げたい案件
で間違いなければ、取り下げをク
リックしてください。



申請方法（５）申請後について
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「東京共同電子申請・届出サービスからのお知らせ（補正指
示通知）」のメールが届きます。
補正指示情報に従って、申請内容を修正してください。

（補正指示通知の送付前に、都担当者から直接電話で修正指示を行
う場合もあります。）

申請内容に不備があった場合

申請内容の形式審査が完了した場合

形式審査の結果、申請内容に問題がない場合は、都担当者が
受付処理を行い、「東京共同電子申請・届出サービスからの
お知らせ（受付通知）」のメールを送付します。

！注意！

本メールは届出の受付をお知らせするものです。
審査完了をお知らせするものではありません。

設置届・（構造）変更届・使用届については、別途、審査
完了について都担当者から直接連絡を行います※。審査完了
の連絡があるまでは、工事の実施制限は解除されませんの
でご注意ください。※一般粉じん発生施設を除く



参考情報
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東京共同電子申請サービス

東京都環境局ホームページ

申請のご案内（大気環境）各申請フォームへのリンクを掲載しています。郵送で提出する場合の提出先等はこちらをご確認ください。
URL：https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/index.html

はじめて利用する方へ URL：https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/www/guide/howtouse.html

各届出等の案内ページ 様式フォーマットおよび記載例を掲載しています。

《大気汚染防止法》ばい煙発生施設に係る届出 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/soot_smoke_notification.html

《大気汚染防止法》一般粉じん発生施設に係る届出 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/dust_notification.html

《大気汚染防止法》水銀排出施設に係る届出 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/mercury_notification.html

《大気汚染防止法》揮発性有機化合物排出施設に係る届出 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/VOC_notification.html

《大気汚染防止法・環境確保条例》特定粉じん排出等作業（アスベスト）に係る届出等
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/asbestos_demolish_notification.html

《ダイオキシン類対策特別措置法》特定施設に係る届出・報告 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/dioxin_air_notification.html

《要綱》廃棄物焼却施設の解体工事に係る工事計画書・完了報告書
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/dioxin_demolish_notification.html

大気汚染緊急時対策実施要綱（オキシダント）に基づく提出書類 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/cat7292.html

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/index.html
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/www/guide/howtouse.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/soot_smoke_notification.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/dust_notification.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/mercury_notification.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/VOC_notification.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/asbestos_demolish_notification.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/dioxin_air_notification.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/dioxin_demolish_notification.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/air/cat7292.html

